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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

原
子
力
損
害
の
補
完
的
な
補
償
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
二
号

（
衆

）

議
院
送
付
）
要
旨

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
六
年
（
昭
和
六
十
一
年
）
に
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
で
事
故
が
生
じ

た
後
、
既
存
の
制
度
の
強
化
等
を
検
討
す
る
機
運
が
世
界
的
に
高
ま
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
国
際
原
子
力
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ａ

Ｅ
Ａ
」
と
い
う

）
に
お
い
て
原
子
力
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
す
る
常
任
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
一
定
水
準
以
上
の
賠
償

。

が
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
各
締
約
国
が
自
国
の
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
に
反
映
す
べ
き
基
本
的
な
事
項
や
国
際
的
な
裁
判
管

轄
権
の
調
整
等
を
定
め
、
国
内
の
原
子
力
賠
償
制
度
上
の
責
任
上
限
額
を
超
え
る
損
害
を
全
て
の
締
約
国
が
拠
出
す
る
資
金
に

よ
り
一
定
程
度
補
償
す
る
制
度
を
持
つ
条
約
の
起
草
作
業
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
条
約
は
、
一
九
九
七
年
（
平
成
九

年
）
九
月
に
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
外
交
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
七
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
こ
の
条
約
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
条
約
は
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
千
九
百
六
十
三
年
五
月
二
十
一
日
の
原
子
力
損
害
に
つ
い
て
の
民
事
責
任
に
関
す
る
ウ
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ィ
ー
ン
条
約
（
同
条
約
の
改
正
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
有
し
て
い
る
も
の
を
含
む

）
若
し

。
）

く
は
パ
リ
条
約
（
千
九
百
六
十
年
七
月
二
十
九
日
の
原
子
力
の
分
野
に
お
け
る
第
三
者
に
対
す
る
責
任
に
関
す
る
パ
リ
条
約

（
同
条
約
の
改
正
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
有
し
て
い
る
も
の
を
含
む

）
の
い
ず
れ
か
を
実

。
）

施
す
る
国
内
法
令
又
は
こ
の
条
約
の
附
属
書
の
規
定
に
適
合
す
る
国
内
法
令
に
従
っ
て
設
け
ら
れ
る
各
締
約
国
の
賠
償
又
は

補
償
の
制
度
を
補
完
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
っ
て
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
又
は
パ
リ
条
約
の
い
ず

れ
の
締
約
国
で
も
な
い
も
の
は
、
自
国
の
国
内
法
令
が
附
属
書
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
附
属
書
に
お
い
て

は
、
原
子
力
施
設
の
事
業
者
は
原
子
力
損
害
に
つ
い
て
無
過
失
責
任
を
負
う
こ
と
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
又
は
補
償
を
受
け

る
権
利
は
責
任
を
負
う
事
業
者
に
対
し
て
の
み
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

二
、
一
の
原
子
力
事
故
当
た
り
の
原
子
力
損
害
に
関
す
る
賠
償
又
は
補
償
に
対
し
、
原
子
力
施
設
が
自
国
の
領
域
内
に
所
在
す

る
締
約
国
等
（
以
下
「
施
設
国
」
と
い
う

）
は
、
三
億
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
又
は
三
億
Ｓ
Ｄ
Ｒ
以
上
の
金
額
で
あ
っ
て
原
子
力
事
故

。

に
先
立
つ
い
ず
れ
か
の
時
点
に
お
い
て
寄
託
者
に
明
示
す
る
も
の
等
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

三
、
前
記
二
に
従
っ
て
利
用
可
能
と
さ
れ
る
金
額
に
加
え
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
規
定
す
る
計
算
式
に
従
っ
て
公
的
資
金

を
利
用
可
能
と
す
る
。
こ
の
資
金
は
、
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
生
ず
る
原
子
力
損
害
、
締
約
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
内
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に
お
い
て
生
ず
る
原
子
力
損
害
、
締
約
国
の
国
民
が
受
け
る
原
子
力
損
害
等
に
使
用
す
る
。
ま
た
、
当
該
資
金
の
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
に
相
当
す
る
金
額
は
、
施
設
国
の
内
外
で
生
ず
る
原
子
力
損
害
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
賠
償
又
は
補
償
を
行
う
た
め

に
利
用
可
能
と
す
る
。

、

、

、

、

。

四

前
記
二
及
び
三
に
基
づ
く
原
子
力
損
害
の
賠
償
又
は
補
償
は

国
籍

住
所
等
に
よ
る
差
別
な
く

公
平
に
分
配
さ
れ
る

五
、
原
子
力
事
故
に
よ
る
原
子
力
損
害
に
関
す
る
訴
え
の
管
轄
権
は
、
当
該
原
子
力
事
故
が
自
国
内
で
生
じ
た
締
約
国
の
裁
判

所
に
専
属
す
る
。

六
、
こ
の
条
約
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
又
は
パ
リ
条
約
の
い
ず
れ
か
の
規
定
が
場
合
に
応
じ
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
準
拠

法
は
、
権
限
の
あ
る
裁
判
所
が
属
す
る
国
の
法
令
と
す
る
。

七
、
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
し
て
締
約
国
間
に
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
紛
争
当
事
国
は
、
交
渉
等
に
よ
り
紛
争

を
解
決
す
る
た
め
に
協
議
す
る
。
紛
争
が
協
議
の
要
請
か
ら
六
箇
月
以
内
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
い
ず

れ
か
の
紛
争
当
事
国
の
要
請
に
よ
り
、
仲
裁
又
は
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
る
。

八
、
こ
の
条
約
は
、
五
以
上
の
国
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
子
力
設
備
容
量
の
合
計
が
四
十
万
単
位
以
上
と
な
る
も
の
が
批
准
書
、

受
諾
書
又
は
承
認
書
を
寄
託
し
た
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
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な
お
、
我
が
国
は
、
こ
の
条
約
の
締
結
に
当
た
り
、
こ
の
条
約
中
の
原
子
力
施
設
及
び
少
量
の
核
物
質
に
つ
い
て
の
適
用
除

外
に
関
す
る
規
定
並
び
に
原
子
力
施
設
か
ら
搬
出
さ
れ
、
原
子
力
施
設
に
由
来
し
、
又
は
原
子
力
施
設
に
送
付
さ
れ
る
核
物
質

に
係
る
原
子
力
事
故
に
よ
り
生
ず
る
原
子
力
損
害
及
び
原
子
力
施
設
と
同
一
の
敷
地
に
あ
る
財
産
に
生
ず
る
原
子
力
損
害
に
つ

い
て
の
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
留
保
を
付
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。


